
　令和8年6月1日よりご提出いただく「誓約書」および「入場料等徴収の有無チェックリスト」におきまして、
　
お客様の負担軽減と業務の簡素化・効率化・SDGsの観点から、提出方法を以下に変更させていただきます。

また、「誓約書及び入場料等有無のチェックリスト」は「誓約書、”入場料等”徴収の有無チェックリスト」として

１枚の紙に集約いたします。

旧 令和8年3月まで

　ご利用日ごとに、「誓約書」および「入場料等徴収の有無チェックリスト」を毎回提出。

新 令和8年5月以降

　4月～翌年3月の1年間を通して1回、利用年度分の「誓約書、”入場料等”徴収の有無チェックリスト」を提出
ご提出いただいたご書類は、ご利用日の年度末まで有効となります。

　※書類上部に「年間提出分」の記載のものをご提出。

初めての利用日までに、「誓約書、”入場料等”徴収の有無チェックリスト」をご提出ください。

１回目のご提出以降は、利用目的の変更がない場合に関しては、提出の必要はございません。

例）令和８年6月５日に利用をする場合
　　ご提出いただいた「年間提出分」の書類は、令和９年3月31日まで有効
　　令和９年度以降の利用の場合は、改めて、令和９年度分の書類を提出ください。

　ただし、以下の場合は、利用日ごとに必要書類を提出ください。　※単発利用の書類を提出

「入場料等徴収の有無チェックリスト」に関しては、無料利用が有料に変更となった場合や

有料利用が無料利用に変更となる場合など、利用目的が変更になる場合は利用目的ごとにご提出ください。

■ 収支計画書に関して

※「”入場料等”徴収の有無チェックリスト」項目②の「入場料や参加費を徴収するが、実費程度の場合」で

「収支計画書」をご提出される場合は、ご利用日ごとに毎回、お支払い前までに収支計画書のご提出をお願いします。

■ 誓約書に関して

※「誓約書」におきましては、利用目的が変更されたとしても、年間で1枚の提出となります。

誓約書の内容に関しましては、必ず内容を確認し、ご予約・ご利用をお願いいたします。

年間提出分の「誓約書、”入場料等”徴収の有無チェックリスト」をご提出いただくことにより、

誓約書内容及び利用上の注意事項に同意し遵守することをご誓約した上で、ご利用いただくものとみなします。

J:COM中央区民センターならびに中央会館両方をご利用される場合、それぞれの館に必要書類を

ご提出ください。

以上

これまで以上に、皆様にご利用いただきやすい施設となるよう努めてまいります。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

指定管理者：（一財)大阪市コミュニティ協会 中央区支部協議会

J:COM中央区民センター・中央会館をご利用のお客様へ



年 月 日

（ 年 月 ）

〒 - （ ）
（ ）

□ （ 年 月 ）

〒 - （ ）
（ ）

□ （ ）
□

※使用時間について 開館時間　午前9時30分～午後9時30分

年 月 日

（

年 月 日

（

年 月 日

（

年 月 日

（

年 月 日

（

1. 使用を許可する。 2. 使用を許可しない。 （理由）

区役所附設会館使用申込書

 （一財）大阪市コミュニティ協会 理事長様 令和

 □中央区民センター

　次のとおり□中央会館　　　　の使用を申込みます。使用にあたっては、大阪市区役所附設会館条例及び大阪市
区役所附設会館条例施行規則等の管理上の規定を守るとともに、使用中に発生した一切の責任は当方において

R8.06.

負います。なお、申込内容と使用内容が異なると認められる場合は使用許可を取り消されても、異議ありません。

団体・個人

フリガナ

名　称

フリガナ 大 ・昭 ・
平
西暦

代表者氏名
日生

所在地
電話
FAX

申 請 者 フリガナ 大 ・昭 ・
平
西暦

代表者と同じ

氏　名

当日責任者 フリガナ
代表者と同じ

氏　名

日生

住所
電話
FAX

※こちらのFaxに利用者控えをお送りいたします。

電話
申請者と同じ

使用目的

行　事　名　称
（案内板の表示名称）

内　　　　容

【午前】午前9時30分～午後0時30分 【午後】午後1時～午後5時 【夜間】午後5時30分～午後9時30分
使用年月日 使用時間 使用室名 使用人員 入場料等 附属設備・備考

曜日） □午後 ・
開始時間 ： □夜間 無

令和 □午前
名

有

曜日） □午後 ・
開始時間 ： □夜間 無

令和 □午前
名

有

曜日） □午後 ・
開始時間 ： □夜間 無

令和 □午前
名

有

曜日） □午後 ・
開始時間 ： □夜間 無

令和 □午前
名

有

曜日） □午後 ・
開始時間 ： □夜間 無

令和 □午前
名

有

この欄には記入しないでください。

備考

事務局長 主任 受付 ※

※

暴力団の利益になる使用は許可しません。また、使用許可後に暴力団の利益になる使用であることが判明したとき
は、使用許可の取消等を行います。上記事由を確認する必要がある場合には、条例に基づき大阪府警察本部に照
会することがあります。
大阪市区役所附設会館条例をご参照ください。
本申請書に記載された情報については、個人情報保護法に基づき、施設予約に関して収集するもので、法令等に
定めがある場合をのぞき、その他の目的のために使用したり、第三者に提供することはいたしません。
（一財）大阪市コミュニティ協会 理事長



会議室

入場料徴収に当てはまるかどうか判断できない場合（例）

→下記質問に該当するかどうかご確認ください。

実費相当額を超える入場料や参加料を徴収する。

会館使用時に、有償サービスの提供を行う。（参加料を事前に集めている場合も対象）

講師（主催者）自らが活動の主体として、指導料を徴収する。（セミナー、教室）

※収支計画書提出前に通常料金を支払われた場合、有料料金との差額を徴収する場合がございます。

「入場料等」無し（通常料金）でのご利用となります。

上記の他、誓約書下部記載の注意事項もご確認ください。

記入日　 令和 年 31

J:COM中央区民センター・中央会館　誓約書、”入場料等”徴収の有無のチェックリスト

令和 -

日

団体名 記入者名（ふりがな） （ふりがな）

令和 まで有効

年度 年間提出分

月 日 月3年

◆　”入場料等”徴収の有無のチェックリスト

夜間月 日

J:COM中央区民センター及び中央会館の利用について、別紙誓約書及び利用上の注意事項を遵守し利用いたします

初回
利用

ホール　　和室

 第　1　2　3　4　5

午後

全日

午前使用
開始日 令和 年

③　①②のいずれにも該当しない

「入場料等」無し（通常料金）となります。

◆”入場料等”徴収の有無のチェックリストをご提出される場合のご確認事項

①　入場料を徴収し、収益があがる場合について

①　入場料を徴収し、収益があがる場合

「入場料等」有り（割増料金）となります。

②　入場料や参加費を徴収するが、実費程度の場合

収支計画書を提出します。

→収支計画書ご提出後、施設側で収益が上がらないことを確認するまで、　「入場料等」有り（割増料金）扱いと

なりますので、使用料金のお支払いはお控えください。

③　①②のいずれにも該当しない

→上記について、1つでも該当する場合、収益が上がるとみなし「入場料等」有り（割増料金）となります。

②　入場料や参加費を徴収するが、実費程度のため、収支計画書を提出し「入場料等」無し（通常料金）とする場合

→収支計画書及びチラシ、案内ビラ等を施設にご提出ください

収益が上がらないことが確認できれば「入場料等」無し（通常料金）となります。

お支払期限にご注意の上、お支払までに余裕をもってご提出をお願いいたします。

なお、収支計画書の様式は、許可メール及び窓口、公式サイト「申込迄の流れ」よりダウンロードできます。

受付主任事務局長



・

・

・

　あるかどうか。

・

主催者及びご参加者全員が遵守できるよう熟読いただき、ご予約・ご利用をお願いいたします。

誓約書

　J:COM中央区民センターならびに中央会館の利用について、下記条件を遵守し利用いたします。

別紙

R8.06

4.利用した部屋や付属設備は原状復帰します。原状復帰できない場合は実費弁償します。

また、感染症対策については、主催者（団体）の判断で実施します。

記

1.申請時の「施設利用の注意事項」を遵守します。

　（会場使用料、講師料、材料・教材費等、器材借上料、その他開催に当たり支出すべき費用）以下で

チャリティ目的で収益金を寄付される場合、予約申込時に収益金の集め方や寄付先の資料を提出ください。

●”入場料等”徴収の有無のチェックリストをご提出される場合のご注意事項

区民センター・会館使用時に、物品や権利の販売及び契約行為のある利用はできません。

通常料金支払後でも、利用前に「入場料等」有りに区分されることが判明した場合、割増料金と通常料金の差額を

8.国・府・市の動向や気候条件の悪化（地震・風水害・感染症等）や施設設備の故障等により、

　施設の利用制限がなされた場合は、利用許可の取消を承諾し、補償の申立ては行いません。

以上　　　　　

請求いたします。

収支計画書で確認させていただく内容

　募集人数（参加予定人数）に基づき算定した入場料・参加費等の総額が、開催に直接要する経費

6.イベント開催時、職員が必要があるとみなした場合、随時センター職員等の巡回を

　受け入れるとともに、退出時に確認を受け入れます。

7.施設運営上支障があると判断された場合、即時利用中止となることを了承し、異議の申し立てをしません。

　また、原状復帰に時間を要し、その後の施設利用に支障が生じた場合は、相応の賠償に応じます。

5.利用時間を厳守し、利用時間内で片付け、清掃（消毒含む）や資材の搬入搬出を実施します。

　なお、職員の指示があれば速やかに車両移動します。

2.利用する部屋内でイベントを完結させる等により、他の利用者に迷惑となる行為はいたしません。

3.参加者への損害や参加者が起こした損害について、主催者が全ての責任を負います。



会議室

入場料徴収に当てはまるかどうか判断できない場合（例）

→下記質問に該当するかどうかご確認ください。

実費相当額を超える入場料や参加料を徴収する。

会館使用時に、有償サービスの提供を行う。（参加料を事前に集めている場合も対象）

講師（主催者）自らが活動の主体として、指導料を徴収する。（セミナー、教室）

※収支計画書提出前に通常料金を支払われた場合、有料料金との差額を徴収する場合がございます。

「入場料等」無し（通常料金）でのご利用となります。

上記の他、誓約書下部記載の注意事項もご確認ください。

事務局長 主任 受付

お支払期限にご注意の上、お支払までに余裕をもってご提出をお願いいたします。

なお、収支計画書の様式は、許可メール及び窓口、公式サイト「申込迄の流れ」よりダウンロードできます。

→収支計画書ご提出後、施設側で収益が上がらないことを確認するまで、　「入場料等」有り（割増料金）扱いと

なりますので、使用料金のお支払いはお控えください。

③　①②のいずれにも該当しない

①　入場料を徴収し、収益があがる場合について

→上記について、1つでも該当する場合、収益が上がるとみなし「入場料等」有り（割増料金）となります。

②　入場料や参加費を徴収するが、実費程度のため、収支計画書を提出し「入場料等」無し（通常料金）とする場合

→収支計画書及びチラシ、案内ビラ等を施設にご提出ください

収益が上がらないことが確認できれば「入場料等」無し（通常料金）となります。

収支計画書を提出します。

③　①②のいずれにも該当しない

「入場料等」無し（通常料金）となります。

◆”入場料等”徴収の有無のチェックリストをご提出される場合のご確認事項

J:COM中央区民センター及び中央会館の利用について、別紙誓約書及び利用上の注意事項を遵守し利用いたします

◆　”入場料等”徴収の有無のチェックリスト

①　入場料を徴収し、収益があがる場合

「入場料等」有り（割増料金）となります。

②　入場料や参加費を徴収するが、実費程度の場合

日
部屋

ホール　　和室 午前 午後

 第　1　2　3　4　5 夜間 全日
使用日

令和 年 月

団体名 （ふりがな） 記入者名 （ふりがな）

令和 年度 単発利用分　※年間提出分と相違がある場合 -

J:COM中央区民センター・中央会館　誓約書、”入場料等”徴収の有無のチェックリスト

日記入日　 令和 年 月



・

・

・

　あるかどうか。

・ チャリティ目的で収益金を寄付される場合、予約申込時に収益金の集め方や寄付先の資料を提出ください。

別紙

R8.06

区民センター・会館使用時に、物品や権利の販売及び契約行為のある利用はできません。

通常料金支払後でも、利用前に「入場料等」有りに区分されることが判明した場合、割増料金と通常料金の差額を

請求いたします。

収支計画書で確認させていただく内容

　募集人数（参加予定人数）に基づき算定した入場料・参加費等の総額が、開催に直接要する経費

　（会場使用料、講師料、材料・教材費等、器材借上料、その他開催に当たり支出すべき費用）以下で

以上　　　　　

●”入場料等”徴収の有無のチェックリストをご提出される場合のご注意事項

7.施設運営上支障があると判断された場合、即時利用中止となることを了承し、異議の申し立てをしません。

8.国・府・市の動向や気候条件の悪化（地震・風水害・感染症等）や施設設備の故障等により、

　施設の利用制限がなされた場合は、利用許可の取消を承諾し、補償の申立ては行いません。

　なお、センター職員の指示があれば速やかに車両移動します。

6.イベント開催時、センター職員が必要があるとみなした場合、随時センター職員等の巡回を

　受け入れるとともに、退出時に確認を受け入れます。

4.利用した部屋や付属設備は原状復帰します。原状復帰できない場合は実費弁償します。

　また、原状復帰に時間を要し、その後の施設利用に支障が生じた場合は、相応の賠償に応じます。

5.利用時間を厳守し、利用時間内で片付け、清掃（消毒含む）や資材の搬入搬出を実施します。

1.申請時の「施設利用の注意事項」を遵守します。

2.利用する部屋内でイベントを完結させる等により、他の利用者に迷惑となる行為はいたしません。

3.参加者への損害や参加者が起こした損害について、主催者が全ての責任を負います。

誓約書

　J:COM中央区民センターならびに中央会館の利用について、下記条件を遵守し利用いたします。

また、感染症対策については、主催者（団体）の判断で実施します。

記

主催者及びご参加者全員が遵守できるよう熟読いただき、ご予約・ご利用をお願いいたします。



※使用当日に限らない事前の入場料・参加費等の徴収も含みます
（収入）

※開催時に直接要する経費を記載してください
※スタッフの給与・交通費、資産となる備品費などの固定費を含むことはできません

※利用の内容が分かるポスター・チラシ等があれば、後日で構いませんのでご提出ください。
※記載内容と異なる使用をした場合に、次回以降の使用をお断りすることがあります。

月年令和

１．予算内訳

項　目 金額 内　訳　・　明　細

中央区民センター及び中央会館の使用にかかる収支計画書 R8.06.

団体名

行事名称

使用室名
午前 午後

夜間 全日
年 日月

会議室
令和

ホール ・ 和室

第

記入日 日

一人あたり
(一回あたり)

円×

計　A　 （税込）

人

売上見込額

入場料・参加費

２．支出内訳

項　目 金額 内訳・明細

会場使用料

※割増料金を記載
※見積書・請求書・領収書があれば内訳・明細の記載は省略可

材料・教材費
1人あたり

(1回あたり)
円　×

器材借上料

(1回あたり)

講師料

(1回あたり)

交通費

宿泊費

円

円

円

謝礼

食費

円

円

円

寄付

寄付金の使い道等：

収益金の集め方：

計　B　 （税込）

３．収支見込

　　（Ａ－Ｂ） 円



●物品の販売等、他の利用者に迷惑のかかるような催し物
●風俗を害したり、宴会、パーティー等酒類を持ち込み建物附属設備を損傷する恐れのある催し物
●収容人数を超えるような催し物
●打楽器の使用など、隣接する部屋及び建物の使用差支えを与える催し物
●水分補給以外の飲食を伴う行為

●来館者には、行事内容や会場への道順など、主催者で責任を持って周知・応答してください。
●準備、後片付けの時間を考慮して、催し物の開始や終了時刻を決めて下さい。鍵は時間内jです。
●地下駐車場（有料）は台数に限りがありますので、なるべく電車・バスなどの公共交通機関を
　ご利用するようご案内ください。なお、中央会館では自転車以外の駐輪場はございません。
●機材の搬入・搬出はお申込み時間内に行ってください。
●電気を使用する機材を持ち込まれる場合は、必ずお申し出ください。申し出がない場合、過電流に
　よって発生する利用者の損害については責任を負いかねます。また、貸出前の状態に
　復帰させるにあたり経費請求をする場合がございます。
●ゴミ箱の設置はございません。ご利用の際に出たゴミは、必ずお持ち帰りくださるよう手配ください。
●火気等危険物の持ち込みは一切お断りいたします。

●当日責任者の方は、使用許可書を事務室受付に提示して、部屋の鍵をお受け取りください。
●盗難、紛失に関する責任は当館では負いかねます。
●ポスター、ビラ等の掲示に関しましては事務室受付までお尋ねください。
●会場の準備、後片付け、清掃は、すべて利用者で行ってください。
●使用後は清掃の上、机・椅子を元通りにし、施錠して部屋の鍵を事務室受付までお返しください。
●建物やその他設備、備品を損傷したり紛失された場合は、速やかに事務室まで届け出て、
　利用者の責任で原状復帰（実費弁償代を含む）してください。
●J:COM中央区民センターでは第4会議室、和室の床、畳の汚れに注意してください。
　中央会館ではホール（控室含む）、第3・5会議室、和室の床、畳の汚れに注意してください。
●敷地内は禁煙です。大阪市内の建物はすべて禁煙となっております。
●以上のほか、使用にあたっては係員の指示、管理上の規定を守っていただくとともに、
　使用中に発生した一切の責任は利用者において負担していただきます。

■ その他禁止行為・禁止事項（抜粋）

共通 営利目的行為（物品販売、契約行為）
飲食（原則）、飲酒厳禁、喫煙
大音量（騒音）・振動・粉塵等の発生する用途
無許可での録音・録画。ビラやチラシを配布する行為
消防法上の制限：火気等危険物の持ち込み、使用及び定員数を超える人数での利用
　　　　　　　（椅子の追加禁止、机、いすを部屋外に出す行為）
　　　　　　　　防火扉の開閉に支障をきたす備品の移動・設置の禁止

ホール 格闘技・社交ダンス・フラメンコ（床Pタイルの損傷）・和太鼓（大太鼓等）の使用・球技
※音が出る催しについては、原則、和室も同時利用をお願いします。（中央区民センターのみ）
別の利用者がいる場合、音量でご意見があった場合は、音量を下げるか使用中止の可能性あり

会議室 すべての楽器、声楽練習、演劇練習（演劇読み合わせは可）、格闘技、体育関連等
和室 会議室に準じます、また、茶道以外の水の利用は原則禁止。使用する場合は、養生をしてください。

ロビー・廊下 騒音（大きな声での会話、音楽）、通路などの占有（必ず通路・受付前は確保してください）
等共有部 ウォーミングアップ（ジョギング、体操等）

区分

時間 9:30～12:30 13:00～17:00 17:30～21:30

開館時間

9:30～21:30

☆次のような場合はご利用できません

☆準備段階ご留意事項

☆ご利用当日のお願い

利用上の注意事項

午前 午後 夜間














